
 

 

一般廃棄物処理手数料等に係る処理原価（コスト） 

について公表します 

 

本市では、平成２４年１２月に「受益者負担の在り方の基本方針」※を策定し、３年に１度の

周期で定期的・継続的に使用料等の見直しを実施しています。 

この基本方針に準じ、令和３年度から令和５年度までの３年間について一般廃棄物等の

処理に係る経費の把握を行い、受益と負担の状況等を取りまとめましたので市民の皆様に

公表します。 

 

1 公表するコストについて 

 

 

 

 

 

 

 

２ 処理原価（コスト）について 

一般廃棄物等の収集運搬及び処分に係る処理原価（コスト）については、廃棄物行政分野

における経費の積算基準に基づき、次の経費を対象に算出します。 

 

 

 

 

 

３ 取りまとめ結果について 

   収集運搬及び処分に係る経費を基に算出した処理原価と現行料金を比較し、一般廃棄物

処理手数料等について改定の準備を進めてまいります。 

   なお、改定する場合は、市民生活への影響に配慮して、急激な値上げがないよう激変緩

和措置を適用し、原則として現行料金の１．３倍を超えない範囲とします。 

※ 処理原価の算出結果や料金改定案等については、「一般廃棄物処理手数料等に係る処理原価（コスト）について」を

ご確認ください。 

令和８年４月３０日 

相模原市発表資料 

■ごみ処理手数料 １１件 

 粗大ごみ、特定家庭用機器廃棄物、事業系ごみ等 

 

■し尿等処理手数料 ５件 

家庭系し尿、事業系し尿、家庭系浄化槽汚泥等、事業系浄化槽汚泥等 

■受益者負担対象経費 

人件費、施設の管理等に要する経費（運営費、維持管理費、維持補修費等）、

減価償却費（建設費、備品等）、施設整備等に要した公債に係る利子 



 

※補足 「受益者負担の在り方の基本方針」について 

基本方針は、市が提供する行政サービスに係る受益と負担をより適正な関係とするため

に平成２４年度に策定したもので、受益者負担の対象とする経費や負担割合等の基準を定

めたものです。 

３年に１度の周期で定期的・継続的に使用料、利用料金、手数料等の見直しを実施するこ

ととしており、前回は令和５年に見直しを行いました。 

 

 

問合せ先 

廃棄物政策課 

直通電話 042-769-8336 



一般廃棄物処理手数料等に係る処理原価（コスト）について 

 

 

１ 処理原価（コスト）の把握 

（１）対象となる手数料 

   ア ごみ処理手数料…粗大ごみ、特定家庭用機器廃棄物、事業系ごみ等 

イ し尿等処理手数料…し尿、浄化槽汚泥等（家庭系、事業系） 

 

（２）受益者負担の対象となる経費 

人件費、施設の管理等に要する経費(運営費、維持管理費、維持補修費等)、施設等の減価償

却費(建設費、備品等)及び施設整備等に要した公債に係る利子 

 

（３）処理原価（コスト）の算定方法 

    一般廃棄物処理手数料等については、収集運搬及び処分に係る処理原価を基に算定します。 

処理原価の算定方法は、それぞれ次のとおりです。 

   

ア 収集運搬に係る処理原価 

受益者負担の対象となる経費のうち収集運搬に係る経費をごみ、し尿等の収集量で除し

たものです。 

イ 処分に係る処理原価 

受益者負担の対象となる経費のうち焼却、最終処分等の処分に係る経費をごみ、し尿等

の処分量で除したものです。 

 

（４）処理原価（コスト）の算定結果 

   ア ごみ処理原価 

区 分 収集運搬に係る経費 処分に係る経費 経費合計 

粗大ごみ、事業系ごみ等 

（１０ｋｇ当たり） 
１６４円 ２７１円 ４３５円 

 

 
区 分 戸別収集の場合 直接搬入の場合 

特定家庭用機器廃棄物 

運搬・保管（１個当たり） 
６，０７７円 ５，６５１円 

    ※家電リサイクル法に基づき、製造メーカーによってリサイクルされます。 

 

  区 分 解体経費 

 スプリング付きベッドマッ

トレス解体（１枚当たり） 
４，５４４円 

    ※破砕・焼却の前工程に解体が必要となっています。 



   

区 分 経費 
 

動物の死体処理（１体当たり） ５，８３０円 

    ※専用焼却設備を用いて処理しています。 

  

イ し尿等処理原価 

区 分 収集運搬に係る経費 処分に係る経費 経費合計 

し尿、浄化槽汚泥等 

（３６ℓ当たり） 
１，１３８円 ３６４円 １，５０２円 

 

 

２ 一般廃棄物処理手数料等と処理原価（コスト）について 

一般廃棄物処理手数料等を改定する場合は、急激な値上げによる市民生活への影響に配慮し

た激変緩和措置を適用し、現行料金の１．３倍以内の料金とします。（令和９年１月改定予定） 

 

 （１）ごみ処理手数料（１１件） 

現行料金 処理原価 改定案 改定率 備考

粗大ごみ

400 435 430 108% 10kg区分

800 860 20kg区分

1,600 1,720 40kg区分

2,400 2,580 60kg区分

処分（単位：円/10kg） 240 271 270 113%

スプリング付きベッドマットレス（単位：円/枚）

収集運搬＋処分 3,600 5,404 4,600 128%

処分（粗大ごみ手数料に加算） 2,900 4,544 3,700 128%

特定家庭用機器（家電リサイクル法）対象品目（単位：円/個）

収集運搬 3,200 6,077 4,100 128%

搬入 2,000 5,651 2,600 130%

家庭系ごみ（単位：円/10kg）

収集運搬+処分 400 435 430 108%

処分 240 271 270 113%

事業系ごみ（単位：円/10kg）

処分 250 271 270 108%

産業廃棄物（単位：円/10kg）

処分 250 271 270 108%

動物の死体（単位：円/体）

処分 4,300 5,830 5,500 128%

区分

収集運搬＋処分（単位：円/個）

　

 

 

 

 



（２）し尿・浄化槽汚泥等処理手数料（５件） 

  ア し尿（収集運搬）                        

現行料金 処理原価 改定案 改定率

家庭系し尿

１人につき月額 360 1,138 460 128%

36ℓにつき 360 1,138 460 128%

事業系し尿

36ℓにつき 410 1,138 530 129%

区分

 
 

イ 浄化槽汚泥等（収集運搬）                      

現行料金 処理原価 改定案 改定率

家庭系浄化槽汚泥等

36ℓにつき 280 1,138 360 129%

事業系浄化槽汚泥等

36ℓにつき 370 1,138 480 130%

区分

 

注：し尿・浄化槽等処理手数料の処理原価については収集運搬に係る経費を対象としています。 


